
　
平
成
27
年
１
月
か
ら
、
70
歳
未
満

の
方
の
国
民
健
康
保
険
の
高
額
療
養

費
の
所
得
区
分
と
自
己
負
担
限
度
額

が
変
わ
り
ま
す
。
な
お
、
住
民
税
非

課
税
世
帯
と
70
歳
以
上
の
方
の
所
得

区
分
と
自
己
負
担
限
度
額
に
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
高
額
療
養
費
に
該
当
す
る
世
帯
に

は
、
受
診
し
た
月
の
３
か
月
か
ら
４

か
月
後
に
市
か
ら
支
給
申
請
書
を
送

　
市
で
は
、
市
民
の
防
災
意
識
の
向

上
を
図
る
と
と
も
に
、
災
害
に
強
い

街
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
既
存

の
木
造
住
宅
の
安
全
性
を
高
め
る
目

的
で
、
耐
震
診
断
と
耐
震
改
修
を
行

う
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部
を
助
成

し
て
い
ま
す
。

　
平
成
26
年
度
第
２
期
分
の
助
成
枠

付
し
ま
す
の
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
時
に
領
収
書
の
提
示
が
必
要

　
で
す
。
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

　
い
。

※
市
の
国
民
健
康
保
険
以
外
は
取
り

　
扱
い
が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

　
す
。
詳
し
く
は
加
入
中
の
健
康
保

　
険
組
合
な
ど
に
お
問
い
合
わ
せ
く

　
だ
さ
い
。

　
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
が
、
高
額
な
外
来
診
療
や
入

院
療
養
を
受
け
る
場
合
︵
保
険
適
用

外
は
除
く
︶
に
は
、
事
前
に
﹁
限
度

額
適
用
認
定
証
﹂
︵
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
は
﹁
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
﹂
︶
の
交
付
を

受
け
、
保
険
証
と
一
緒
に
医
療
機
関

に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
窓
口
で

の
支
払
い
が
一
部
負
担
金
の
自
己
負

に
余
裕
が
あ
り
ま
す
の
で
、
耐
震
診

断
な
ど
を
計
画
し
て
い
る
方
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
期
間
　
平
成
27
年
２
月
末

　
ま
で

▽
募
集
棟
数

　●

耐
震
診
断
…
15
棟

　●

耐
震
改
修
…
３
棟

▽
そ
の
他
　
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
か
都
市
計
画
課
で
配
布
す

　
る
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
、

　
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
耐
震

　
診
断
、
耐
震
改
修
と
も
同
一
の
住

　
宅
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
１
回
に
限

　
り
、
予
算
の
範
囲
内
で
助
成
し
ま

　
す
。

▽
紛
ら
わ
し
い
業
者
に
ご
注
意
　
市

　
で
は
、
こ
の
事
業
に
つ
い
て
特
定

　
の
業
者
へ
の
委
託
は
行
っ
て
い
ま

　
せ
ん
。
ま
た
、
国
や
都
に
お
い
て

　
も
特
定
の
業
者
に
委
託
し
た
耐
震

担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
合
わ
せ
て

食
事
負
担
額
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

※
70
歳
以
上
75
歳
未
満
で
住
民
税
課

　
税
世
帯
の
方
は
、
保
険
証
と
高
齢

　
受
給
者
証
を
医
療
機
関
に
提
示
す

　
る
こ
と
で
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

　
の
支
払
い
と
な
る
た
め
、
申
請
は

　
不
要
で
す
。

※
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
は

　
こ
の
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま

　
せ
ん
。

※
70
歳
未
満
の
方
で
、
す
で
に
限
度

　
額
適
用
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
に

　
は
、
平
成
27
年
１
月
以
降
に
ご
利

　
用
い
た
だ
く
証
を
12
月
下
旬
に
送

　
付
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
保
険
年
金
課
国
保
係

　
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
20
歳

以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、
厚
生
年
金

　
診
断
、
耐
震
改
修
事
業
は
行
っ
て

　
い
ま
せ
ん
。
紛
ら
わ
し
い
業
者
に

　
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
都
市
計
画
課
指
導
係

※
改
修
後
３
か
月
以
内
に
申
告
書
を

　
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　
い
。

　
平
成
27
年
12
月
31
日
ま
で
に
耐
震

改
修
工
事
を
し
た
住
宅
で
次
の
要
件

を
満
た
す
場
合
、
翌
年
度
分
の
家
屋

の
固
定
資
産
税
の
２
分
の
１
を
減
額

し
ま
す
。

▽
対
象

　●

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築

保
険
や
共
済
組
合
に
加
入
中
の
方
を

除
い
て
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
60
歳
で
年
金
受
給
権
を
満
た
し
て

い
な
い
方
と
、
未
納
期
間
や
未
加
入

期
間
が
あ
り
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

は
、
60
歳
以
降
の
加
入
申
出
を
さ
れ

た
月
か
ら
65
歳
到
達
月
の
前
月
ま
で

国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
昭
和
40
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ

の
方
で
、
65
歳
で
も
年
金
受
給
権
を

満
た
し
て
い
な
い
方
は
、
70
歳
到
達

月
の
前
月
ま
で
の
間
、
年
金
受
給
権

を
満
た
す
ま
で
任
意
加
入
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
老
齢
基
礎
年
金
を
65
歳
前
に
繰
り

上
げ
て
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
任

意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

▽
持
ち
物
　
年
金
手
帳
、
預
貯
金
通

　
帳
、
通
帳
の
届
出
印

▽
申
請
・
問
合
せ

　●

保
険
年
金
課
年
金
係

　●

五
日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓
口
係

　
︵
申
請
の
み
︶

　
さ
れ
た
住
宅

　●

併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

　
が
２
分
の
１
以
上
で
あ
る
こ
と

　●

耐
震
改
修
に
１
戸
当
た
り
50
万
円

　
を
超
え
る
費
用
を
要
し
た
住
宅

※
減
額
対
象
床
面
積
…
１
戸
当
た
り

　
１
２
０
平
方
　
相
当
分
ま
で

　
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
一
定

の
省
エ
ネ
︵
熱
損
失
防
止
︶
改
修
工

事
を
し
た
住
宅
︵
１
２
０
平
方
　
ま

で
を
限
度
︶
で
次
の
要
件
を
満
た
す

場
合
、
翌
年
度
分
の
家
屋
の
固
定
資

産
税
の
３
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。

▽
対
象
　
平
成
20
年
１
月
１
日
以
前

　
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
︵
賃
貸
住
宅

　
を
除
く
︶
で
、
次
の
改
修
工
事
に

　
50
万
円
を
超
え
る
費
用
を
要
し
た

　
住
宅

　●

窓
の
断
熱
改
修
工
事
︵
必
須
︶

　●

床
、
天
井
か
壁
の
断
熱
改
修
工
事

　●

青
梅
年
金
事
務
所
︵
☎
０
４
２

　
８
・
30
・
３
４
１
０
︶

　
市
内
で
は
６
人
の
人
権
擁
護
委
員

が
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
人
権
週
間
に
合
わ
せ

て
、
人
権
身
の
上
相
談
を
実
施
し
ま

す
。
家
庭
や
近
隣
な
ど
で
の
悩
み
ご

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
気
軽
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
人
権
擁
護
委
員

　●

伊
藤
宗
武
さ
ん

　●

関
田
正
幸
さ
ん

　●

肥
後
く
め
子
さ
ん

　●

本
堂
節
子
さ
ん

　●

三
上
裕
子
さ
ん

　●

渡
邊
祐
一
さ
ん

▽
人
権
身
の
上
相
談
︵
予
約
制
︶

　●

日
時
…
12
月
５
日
㈮
　
午
後
１
時

　
30
分
〜
４
時
30
分

　●

場
所
…
あ
き
る
野
ル
ピ
ア
３
階
会

※
併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

　
が
２
分
の
１
以
上
で
あ
る
こ
と

※
新
築
住
宅
特
例
、
耐
震
改
修
特
例

　
を
受
け
て
い
る
期
間
は
適
用
さ
れ

　
ま
せ
ん
。

※
省
エ
ネ
改
修
特
例
の
適
用
は
１
回

　
限
り
で
す
。

　
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
バ
リ

ア
フ
リ
ー
︵
居
住
安
全
︶
改
修
工
事

を
し
た
住
宅
で
次
の
要
件
を
満
た
す

場
合
、
１
０
０
平
方
　
分
ま
で
を
限

度
に
翌
年
度
分
の
家
屋
の
固
定
資
産

税
の
３
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。

▽
対
象

　●

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
︵
廊
下

　
の
拡
幅
、
手
す
り
の
取
り
付
け
、 

　
階
段
の
勾
配
の
緩
和
、 

床
の
段
差

　
の
解
消
、
浴
室
の
改
良
、
引
き
戸

　
の
取
り
替
え
、
便
所
の
改
良
、
床

　
議
室

　●

内
容
…
い
じ
め
、
差
別
、
家
庭
で

　
の
悩
み
ご
と
な
ど
に
関
す
る
相
談

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
市
民
課
市
民

　
相
談
窓
口
係
︵
直
通
５
５
８
・
１

　
２
１
６
︶

　
︵
公
財
︶
東
京
都
人
権
啓
発
セ
ン

タ
ー
で
は
、
人
権
週
間
に
当
た
り
夜

間
﹁
電
話
法
律
相
談
﹂
を
実
施
し
ま

す
。

▽
日
時
　
12
月
４
日
㈭
　
午
後
５
時

　
〜
８
時
︵
相
談
時
間
１
人
10
分
程

　
度
︶

▽
相
談
電
話
　
☎
03
・
５
８
２
４
・

　
９
４
９
５
、
☎
03
・
５
８
２
４
・

　
９
４
９
６

▽
費
用
　
無
料

▽
問
合
せ
　
︵
公
財
︶
東
京
都
人
権

　
啓
発
セ
ン
タ
ー
︵
☎
03
・
３
８
７

　
１
・
０
２
１
２
、
☎
03
・
３
８
７

　
６
・
５
３
７
３
︶

　
表
面
の
滑
り
止
め
化
︶
で
、
補
助

　
金
な
ど
を
除
く
自
己
負
担
額
が
50

　
万
円
を
超
え
る
費
用
を
要
し
た
住

　
宅

　●

平
成
19
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築

　
さ
れ
た
住
宅
︵
賃
貸
住
宅
を
除

　
く
︶

　●

併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

　
が
２
分
の
１
以
上
で
あ
る
こ
と

　●

次
の
い
ず
れ
か
の
方
が
居
住
す
る

　
既
存
の
住
宅

＊
65
歳
以
上
の
方
︵
工
事
が
完
了
し

　
た
翌
年
の
１
月
１
日
現
在
︶

＊
要
介
護
認
定
か
要
支
援
認
定
を
受

　
け
て
い
る
方
　

＊
障
が
い
の
あ
る
方

※
新
築
住
宅
特
例
、
耐
震
改
修
特
例

　
を
受
け
て
い
る
場
合
は
適
応
さ
れ

　
ま
せ
ん
。

※
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
特
例
の
適
用

　
は
１
回
限
り
で
す
。

▽
問
合
せ
　
課
税
課
家
屋
資
産
税
係

　
平
成
27
年
４
月
か
ら
小
・
中
学
校

に
入
学
す
る
子
ど
も
の
い
る
家
庭

に
、
12
月
中
旬
に
﹁
入
学
通
知
書
﹂

を
送
付
し
ま
す
。

▽
次
に
該
当
す
る
方
は
連
絡
し
て
く

　
だ
さ
い
。

　●

入
学
通
知
書
が
届
か
な
い
方

　●

入
学
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
後
、

　
転
居
か
転
出
し
た
方

　●

平
成
27
年
３
月
末
ま
で
に
転
居
か

　
転
出
す
る
予
定
の
方

　●

国
立
・
都
立
・
私
立
の
小
・
中
学

　
校
な
ど
に
入
学
す
る
方
︵
入
学
決

　
定
後
、
入
学
校
の
入
学
許
可
書
と

　
は
ん
こ
を
お
持
ち
の
上
、
届
け
出

　
て
く
だ
さ
い
︶

　●

外
国
人
の
方
で
入
学
を
希
望
す
る

　
方
︵
就
学
願
を
提
出
し
て
い
る
方

　
は
不
要
で
す
︶

▽
問
合
せ
　
教
育
総
務
課
学
務
係

　
都
と
区
市
町
村
で
は
、
安
定
し
た

税
収
確
保
と
納
税
の
公
平
性
確
保
を

目
指
し
て
、
12
月
を
﹁
オ
ー
ル
東
京

滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月
間
﹂
と
位
置

づ
け
、
都
と
区
市
町
村
が
連
携
し
た

広
報
や
催
告
に
よ
る
納
税
推
進
、
差

し
押
さ
え
や
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
、
捜
索

等
に
よ
る
滞
納
処
分
な
ど
、
多
様
な

徴
収
対
策
に
取
り
組
み
ま
す
。

医
療
費
が
高
額
に

な
り
そ
う
な
と
き
は

限
度
額
適
用
認
定
証
を

　
　
　
ご
利
用
く
だ
さ
い

人
権
に

関
す
る

電
話

法
律
相
談

新
小
・
中
学
生
に

　
　
入
学
通
知
書
を

　
　
　
　
　
　
送
り
ま
す

改
修
を
し
た
住
宅
の

　
固
定
資
産
税
を

　
　
　
　
　
減
額
し
ま
す

木造住宅の耐震診断・耐震改修
費用の助成をしています

耐
震
改
修
を
し
た
住
宅

省
エ
ネ
改
修
を
し
た
住
宅

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
を

　
　
　
　
　
　
　
し
た
住
宅

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル


